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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは「Bright Valueの実現～記録に埋もれたリスクとチャンスを見逃さないソリューションを提供し、情報社会のフェアネスを実現する～」

という企業理念のもと、独自開発の人工知能（AI）エンジン「KIBIT（キビット）」及び「Concept Encoder（コンセプトエンコーダー）」を柱とする高度な情

報解析技術を駆使した事業を行っています。創設時から事業を展開している国際訴訟支援、不正調査から、製造、金融、小売、流通、そして医療
分野といった様々なフィールドに領域を広げ、必要かつ適切な情報に出会えるフェアな世界の実現及び社会課題の解決に貢献し、ステークホル
ダーの皆様に信頼される存在となるよう、当社自身の企業価値維持向上を基本方針として活動を行います。

当社では、市場環境の変化が激しい情報産業の中で継続して企業価値を高めるためには、コーポレート・ガバナンスの確立による内部統制の充
実が不可欠であると考えております。基本方針である企業価値の継続的な向上を実現するために、透明性と健全性を確保した経営体制の確立、
ステークホルダーの皆様との緊密なコミュニケーション、拡大する当社の中でのコンプライアンスの堅守などを取り組みます。ステークホルダーの
皆様と共に社会の未来の創造に寄与するために様々な分野での挑戦を続けると共に、そのために必要な組織体制の整備、拡充を行ってまいりま
す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける５つの「基本原則」を実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

守本　正宏 6,935,900 17.69

株式会社フォーカスシステムズ 3,637,420 9.27

池上　成朝 2,719,800 6.93

楽天証券株式会社 543,800 1.38

株式会社ＳＢＩ証券 520,600 1.32

株式会社学研ホールディングス 391,600 0.99

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 343,800 0.87

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 252,400 0.64

マネックス証券株式会社 215,768 0.55

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 182,724 0.46

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

2020年12月２日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、2020年12月２日現在で株式会社フォーカスシステムズ
が3,637,420株 (保有割合9.28％)を保有している旨が記載されております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 3 月



業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

舟橋　信 他の会社の出身者

桐澤　寛興 税理士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

舟橋　信 ○ ―――

舟橋　信氏は、警察庁技術審議官としての豊
富な経験と高い見識を有しており、業務執行か
ら独立した客観的な立場で、当社取締役会に
おいて的確な提言・助言をいただいており、リス
クマネジメント強化など、当社のコーポレートガ
バナンスに資するところは大きいと判断してお
ります。当社の持続的な事業経営の推進と企
業価値の向上に適切な人材と判断し、選任して
おります。また、同氏の兼職先と当社との間に
は、取引がなく、一般株主と同氏との間で利益
相反となるおそれはないと判断しております。



桐澤　寛興 ○ ―――

桐澤　寛興氏は、企業経営者としての豊富な経
験に加え、税理士の資格を有しており、幅広い
見識に基づき、業務執行に対する監督等、適
切な役割を果たしていることから、当社社外取
締役としての職責を果たしております。当社の
持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に
適切な人材と判断したため、選任しておりま
す。また、同氏の兼職先と当社との間には、取
引がなく、一般株主と同氏との間で利益相反と
なるおそれはないと判断しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、内部監査室及び会計監査人の相互連携については、監査の独立性と適正性を監視しながら、定期的に行われる業務報告等を含め、必
要に応じて情報交換会を開催することで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

須藤　邦博 他の会社の出身者

安本　隆晴 公認会計士

大久保　圭 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



須藤　邦博 ○ ―――

須藤　邦博氏は、経理及び経営管理の知識が
豊富であり、長年の経験と幅広い見識を有して
おります。当社の持続的な事業経営の推進と
企業価値の向上を目指すにあたり、客観的か
つ公正な立場で取締役の職務の執行を監査で
きる人材と判断し、選任しております。また、当
社が報酬を支払っているコンサルタント等の専
門家ならびに主要株主等ではありませんので
一般株主と同氏との間で利益相反となるおそ
れはないと判断しております。

安本　隆晴 ○ ―――

安本　隆晴氏は、公認会計士として専門的な知
見を有しており、豊富な経験と見識からの視点
に基づく監査を期待するものです。当社の持続
的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指
すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役
の職務の執行を監査できる人材と判断し、選任
しております。また、当社が報酬を支払っている
コンサルタント等の専門家ならびに主要株主等
ではありませんので一般株主と同氏との間で
利益相反となるおそれはないと判断しておりま
す。

大久保　圭 　 ―――

大久保圭氏は、弁護士として法務全般に関す
る専門的な知見を有しております。当社の持続
的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指
すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役
の職務の執行を監査できる人材と判断したた
め、社外監査役に選任しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

取締役舟橋信氏、取締役桐澤寛興氏、監査役須藤邦博氏、監査役安本隆晴氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届出てお
ります。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社の取締役の報酬は基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成されております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

現在、当社では業務向上に対する意欲や士気を一層高め、また優秀な人材を確保することを目的として、取締役及び従業員に対し、ストックオプ
ションを付与しております。当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、株式価値の向上を目指した経営を一層推進し、当社の業
績向上に寄与するとともに、グローバルな視点で優秀な人材を確保することを目的とするものであります。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第17期（2020年3月期）における、当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は有価証券報告書及び事業報告において開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

基本方針として、報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、株主利益と連動したものとします。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、外部調査機関の役員報酬データ等の水準を比較検討した上で、各職責を踏まえた適正な水準とすること
とし、業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等により構成されます。監督機能を担う社外取締役については、その
職務に鑑み、固定報酬のみとします。

また、個別方針として、月例の固定報酬は、取締役の役位、職責、他社水準等を総合的に勘案の上、決定します。業績連動報酬等は、前事業年
度の連結売上、及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出し、固定報酬に付加して毎月支給します。評価指標は、連結業績
指標（売上高及び営業利益）に加え、個人業績評価指標（担当部門売上高、営業利益、及び個別に設定する目標）を加味したものとします。当該
業績指標を選定した理由は取締役が果たすべき業績責任をはかる上で最も適切な指標と判断したためであり、支給額は、役員ごとに設定された
額を標準支給額（100％水準）として、０％～200％の範囲で変動し、連結業績指標ならびに個人業績評価指標の達成度に応じて、水準が決定され
ます。なお、2020年３月期の連結売上高は10,470百万円、営業損失は844百万円となっております。また、非金銭報酬等として、毎年、ストックオプ
ションを付与するものとし、内容、数、算定方法は、取締役会にて決定します。報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針として、業績目標達成
時の基本報酬と業績連動報酬の比率は、概ね80％：20％の水準で設定します。

2. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2012年６月22日開催の第９回定時株主総会において年額350,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議
いただいております。当該株主総会終結時の取締役の員数は７名（うち社外取締役は２名）です。

当該金銭報酬とは別枠で、2019年６月29日開催の第16回定時株主総会において、ストックオプションとして新株予約権1,000個（うち社外取締役に
ついては300個）を１年間の上限として割当てることを決議しております。当該株主総会終結時の取締役の員数は６名（うち社外取締役は２名）で
す。また、2020年６月29日開催の第17回定時株主総会において、ストックオプションとして新株予約権1,000個（うち社外取締役については300個）
を１年間の上限として割当てることを決議しております。当該株主総会終結時の取締役の員数は７名（うち社外取締役は２名）です。

監査役の報酬限度額は、2007年２月６日開催の臨時株主総会において年額80,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時の
監査役の員数は３名（うち社外監査役は１名）です。

3. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、2021年２月26日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長守本正宏が、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の
具体的内容を決定します。なお、代表取締役社長に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつ
つ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。また、取締役会は透明
性、公正性を確保するため、必要に応じて内容について確認することができるものとしています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社は社外監査役に対して、取締役会の開催に際して事前に資料の配布・説明を行うとともに、社外取締役には原則出席していただくことにより、
最新の情報を確実に伝達するよう図っています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は取締役会設置会社であり、提出日現在において取締役7名（うち社外取締役2名）、監査役3名（うち社外監査役3名）で構成されております。
毎月1回定例取締役会が開催され、重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告されております。また、重要な議案が生じた時
に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社の経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督機関とし
て、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しておりま
す。

また、当社は取締役の業務執行体制の充実と効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。各部門を直接指揮・監督する執行役員は取
締役会において選任され、取締役会が定めた責務を遂行致します。

監査役会は毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に開催されており、監査役は取締役会及び経営会議等の会議に出席し、取締役の職務執行を
充分に監視できる体制となっております。

監査役、内部監査室及び会計監査人の相互連携については、監査の独立性と適正性を監視しながら、定期的に行われる業務報告等を含め、必
要に応じて情報交換会を開催することで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

現在の体制を採用している利用としましては、事業内容及び会社希望等に鑑み、業務執行機能と監督・監査機能のバランスを効率的に発揮する
観点から、上記のような体制が当社にとって最適であると考えているためです。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使 インターネット・携帯電話による議決権の行使を可能としています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページのコーポレート・ガバナンス基本方針において情報開示の基
準を掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 証券会社等が企画する説明会への参加を実施しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会、スモールミーティング、テレフォンコンファレンスを実施しておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに決算短信、有価証券報告書等の投資家向けIR資料を掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲを管掌する担当部署及び担当者にて対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社ホームページのコーポレート・ガバナンス基本方針においてステークホルダーとの関
係として掲載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制及び財務報告の信頼性を確保
するための体制（内部統制システム）を構築・整備し、運用していくため、以下のとおり、内部統制基本方針を定め、社内体制の整備を行っておりま
す。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人の行動規範とする。

(2)取締役は職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に 監視、監督する。

(3)取締役の職務の執行状況は「監査役会規則」に基づき、監査役の監査を受ける。

(4)内部監査室がコンプライアンスの遵守状況等を監査する。

(5)取締役及び使用人のコンプライアンス違反行為を直接通報する制度を設ける。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役会の議事録等、取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理細則」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存・管理す
る。

(2)取締役及び監査役は、常時、取締役の職務執行に係る情報についての記録又は電磁媒体を閲覧することができる。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)各部門所管業務に付随するリスクについては、それぞれの担当部門にて管理する。

(2)組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はリスク管理委員会が行う。

(3)新たに生じたリスクへの対応については取締役会において速やかに対応をはかる。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)毎月1回開催の定例取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催する。

(2)迅速かつ的確な経営判断を補完する目的で、経営会議において、取締役と執行役員による意見交換を行う。

(3)取締役は経営計画の達成に向けて職務を遂行し、各部門の業績・業務報告と改善策は適宜取締役会に報告され、審議される。

５．企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社のグループ会社に対しても、法令の遵守及び業務の適正と効率性を確保するための諸規程の整備とシステムの構築を行なっていく。

(2)当社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針に基づき、子会社がグループ経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引等
を開始する場合は、事前にそれらの取引等の適切性・適法性を当該子会社と審議・検討のうえ、取締役会において決議または報告を行う。また、
当社及び子会社は、少数株主保護のため、グループ会社と取引等を行う際は、当該取引等の必要性及び当該取引等の条件が第三者との通常の
取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。

(3)取締役は、その職務内容に従い、当社のグループに属する会社が適正かつ効率的な経営を行うように指導していく。

(4)内部監査室はグループ会社に対しても、業務全般にわたる内部監査を実施する。

(5)監査役はグループ会社に対しても、業務執行状況等を監視、監査する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置する
ことができる。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

当該使用人を置くこととなった場合には、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用
人の取締役からの独立性を確保する。

８. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項のほか、次の事項を遅滞なく報告する。

(1)当社の業務に重大な影響を及ぼす事項

(2)内部監査室が行う内部監査の結果

(3)内部監査室が行う内部統制評価の結果

(4)内部通報制度による通報の状況

９. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役の半数以上は社外監査役とし、対外的な透明性を確保する。

(2)監査役は、取締役との意見交換を定期的に開催し、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

(3)監査役は、内部監査室、会計監査人との定期的な情報交換を行い、連携して監査の実効性を確保する。

(4)監査役は、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。

10. 財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制

当社は、グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために「経理規程」等関係規程類の一層の整備を進めるとともに、「財務報告に係る内
部統制の基本方針書」を定め、これに基づき内部統制の整備及び運用を継続的に実施すると共に、その有効性を定期的に評価していく。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、これらの者に対して毅然とした態度で対応することをコンプライア
ンス規程の基本原則等に定め徹底しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社の企業価値及び株主価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛策と考え、経営のさらなる効率化に努めてまい
ります。また当社は、取引先・従業員等との強固な信頼関係を築くことが企業価値の源泉と考えております。様々なステークホルダーと良好な関係
を築きながら、中長期的な経営を志向してまいりました。こうして築いてまいりました信頼関係の中で多数のご支援をいただけるものと確信しており
ます。また併せまして、株式が公開買付けに付された場合、以下の対応を行うこととしておりますが、今後とも当社にあった対応策を検討してまい
りたいと考えております。

　・公開買付者等に対し、当社グループの企業価値の向上施策の説明を求めます。

　・当社グループとしての更なる企業価値向上施策等を取締役会で検討したうえで、当社としての考えを株主に対して表明します。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


